
狭あい道路事前協議と補助の流れ

補助申請準備

撤去・移植・伐採

前の写真・姿図作成

補助申請

・狭あい道路拡幅整備促進補助

・分筆測量補助

（※２ 分筆寄付、地目替）

補助金交付決定通知

補助事業実績報告

補助金交付

道路種別の確認

法４２条２項道路

・市道（管理課査定）

・私道（中心線立会）

・農道等（管理課確認）

法４３条２項２号

・市道（管理課査定）

・農道等（管理課確認）

・協定道路（分筆地目替）

・ 狭あい道路内の工作物撤去・樹木の移植、伐採

・ 道路後退杭の設置（後退杭は建築指導課にて貸与）

狭あい道路事前協議書提出

（添付図書）イ．案内図 ロ．公図写し ハ．配置図

ニ．道路査定図または取手市地籍一筆図（管理課にてコピー）

後退杭の確認（建築指導課）

狭あい道路事前協議完了

法４３条２項２号許可申請

・ 分筆寄付 ※２

・ 分筆地目替

（登記簿謄本提出）

許 可

建築確認申請提出

・非課税申請

※１（課税課へ提出）

・後退部分の舗装

※３

※１ 後退部分の非課税制度：課税課への「非課税申請書」の提出が別途必要になります。

※２ 分筆寄付：管理課への要件確認と申込書の提出が別途必要になります。

※３ 後退した部分は所有者が維持管理することになります。市で舗装する場合は、取手市へ寄付

することが条件となりますので、管理課へご相談ください。

予算がなくなり

次第、受付は終

了いたします。


